
神奈川県立花と緑のふれあいセンター（仮称）特定事業関係者

   協議会の設置及び運営に関する要綱（案） 
 
（総則） 
第１条 本要綱は、神奈川県立花と緑のふれあいセンター（仮称）特定事業（以

事業」とする）に関して、県と事業者との間で平成  年  月  日付け

れた「神奈川県立花と緑のふれあいセンター（仮称）特定事業契約」（以下「

契約」という。）第６条において県と事業者との間の協議を行う機関とされて

者協議会の組織及び運営等についての必要な事項を定めることを目的とする。

 
（所掌） 
第２条 関係者協議会は、次のいずれかの事項について協議を必要とする場合に

れるものとする。 
（１） 特定事業契約において、県と事業者との間で協議を要するとしている

（２） 特定事業契約における解釈上の疑義事項 
（３） その他特定事業契約を誠実に履行するために県と事業者との間におい

の調整が必要となる事業 
（組織） 

第３条 県及び事業者は、それぞれ次の者を関係者協議会の委員として出席させ

ができるものとする。 
 
 県：○○○○○課長 

○○○○○課長 
○○○○○課長 
○○○○○課長 
○○○○○課長 

   事業者：事業者の代表取締役 
       事業者の取締役○名 
 ２ 県及び事業者は、前項の委員のうちから議決権を行使する代表委員を選任す

とする。 
 ３ 県及び事業者は、やむを得ない事由があるときは、相手方の同意を得て、第

  定める委員を変更することができる。ただし、神奈川県及び事業者の組織変更

  る職名の変更については、同意を要しない。 
 ４ 県及び事業者は、次の事由が生じた場合、速やかに、相手方に通知するもの
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（１） 委員又は代表委員を選任したとき。 
（２） 代表委員を変更したとき。 
（３） 組織変更等による委員の職名の変更があったとき。 
（４） 人事異動等による委員の氏名の変更があったとき。 
 

（委員長） 

第４条 関係者協議会委員長（以下「委員長」という。）は、県の委員をもって充てる。 
２ 委員長は、会議の議長を務める。 
３ 委員長に事故があるときは、県の他の委員が代理者となる。 
４ 県は、次の事由が生じた場合、速やかに、事業者に通知するものとする。 
（１） 委員長を選任し、又は変更したとき。 
（２） 第３項の規定により、他の委員を代理者としたとき。 

 
（開催） 

第５条 関係者協議会は、必要に応じて委員長が招集し、開催する。 
２ 県及び事業者は、必要に応じて委員長に開催を要請することができ、委員長は要請 
を受けてから３週間以内に会議を開催するものとする。 

 
（招集手続） 

第６条 委員長は、書面によって議題を明記の上で、全委員に対し、関係者協議会開催 
 日の２週間前までに関係者協議会の通知を発するものとする。ただし、委員長は、緊 
 急の必要がある場合は、所定の招集手続を省略して開催することができる。 
２ 関係者協議会に出席できない委員は、あらかじめその旨を委員長に通知しなければ 
ならない。この場合において委員以外の者を代理として出席させるときは、欠席する 
委員は、代理出席者の職・氏名をあわせて委員長に通知しなければならない。 

 ３ 県又は事業者の代表委員が出席できない場合、県又は事業者は、当該関係者協議会 
において議決権を行使する委員の氏名を委員長に通知しなければならない。 

 
（協議及び合意の方法） 
第７条 関係者協議会においては、特定事業契約の規定、県及び事業者間における公平 
 な負担等を考慮して、出席した委員（委員の代理出席者も含む。以下同じ。）全員が、 
 誠実かつ十分に協議を行うものとする。 
２ 関係者協議会において決すべき事項がある場合は、県及び事業者の代表委員が合意 
した事項に限り、関係者協議会で合意された事項とする。 

 ３ 県及び事業者は、特定事業契約に基づき前項に従い合意された事項を遵守するもの 
とする。 
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 ４ 同一議案についての関係者協議会の開催は３回までを限度とする。ただし、関係者 
協議会において開催回数の延長について合意された場合は、この限りでない。 

 
（議事録） 
第８条 関係者協議会の議事は、委員長がその経過（各委員の属する県及び事業者名の 
記載を含む。）及び結果を議事録に記載し、県及び事業者に送付するものとする。個別 
の議事に出席した委員は、当該議事の議事録の内容の訂正を委員長に対し求めること 
ができるものとし、委員長及び当該議事に出席した他の委員は、当該訂正について必 
要に応じて協議するものとする。 

 ２ 県及び事業者は、議事の進行をテープその他の媒体に記録することができるものと 
する。 

 ３ 県は、法令等に基づき議事録を開示することができる。 
 
（会議の非公開） 
第９条 関係者協議会の会議は、非公開とする。 

 
（委員以外の出席） 
 第１０条 県及び事業者は、必要に応じて、委員以外の者であって、弁護士、公認会計 
士、税理士等の専門家、事業者に対する融資金融機関その他の関係者協議会に出席さ 
せる必要があると認める者を、相手方の同意を得た上で、出席させることができる。 
この場合、申入れを受けた県又は事業者は、その者の出席を拒む合理的な理由がない 
限りこれに同意するものとし、神奈川県又は事業者の役員、職員又は従業者を出席さ 
せる場合は、その職・氏名を相手方に通知することで足りるものとする。 

 ２ 前項に規定する委員以外の者は、関係者協議会において説明若しくは報告を行い、 
又は意見を述べることができる。 

   
（ワーキンググループの設置） 
 第１１条 委員長は、関係者協議会の協議事項に関して調整を行う必要があると認める 
場合、関係者協議会の下部機関として、ワーキンググループを設置することができる。 

 ２ 各委員は、必要に応じて委員長にワーキンググループの設置を要請することができ、 
委員長は、必要と認めた場合、速やかにワーキンググループを設置しなければならな 
い。 

   
（ワーキンググループの構成員） 
 第１２条 県及び事業者は、ワーキンググループの構成員及び構成員を代表する代表構 
成員を指名して、委員長に通知するものとする。 
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 ２ 県及び事業者は、代表構成員その他の構成員を変更した場合には、速やかに委員長 
に通知するものとする。 

 ３ ワーキンググループの構成員の人数は、制限しない。 
 
（ワーキングループの協議） 
 第１３条 ワーキンググループは、県又は事業者の構成員からの議事を示した開催提案 
により、開催されるものとする。 

 ２ ワーキンググループにおける協議結果は、当該ワーキンググループにおける、県及 
び事業者の代表構成員が合意した場合に限り、関係者協議会において合意された事項 
とみなす。 

 ３ 当該ワーキンググループの代表構成員間で合意が整わなかった事項について、開催 
提案を行った代表構成員は、速やかに委員長に報告するものとし、委員長は、必要が 
あると認めた場合、当該事項について協議するため関係者協議会を招集するものとす 
る。 

 ４ ワーキンググループにおける協議結果は、開催提案を行った代表構成員から、次回 
の関係者協議会に報告するものとする。 

 ５ 本条に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関して必要な事項は当該ワ 
ーキンググループにおいて定めるものとする。 

 
（構成員以外の出席） 
 第１４条 県及び事業者は、必要に応じて、構成員以外の者であって、弁護士、公認会 
計士、税理士等の専門家、その他ワーキンググループに出席させる必要があると認め 
る者を、相手方の事前の同意を得た上で出席させることができる。この場合、申入れ 
を受けた県又は事業者は、その他の出席を拒む合理的な理由がない限りこれに同意す 
るものとし、神奈川県又は事業者の役員、職員又は従業者を出席させる場合は、その 
職・氏名を、相手方に事前に通知することで足りるものとする。 

 ２ 前項に定める構成員以外の者は、ワーキンググループにおいて説明若しくは報告を 
行い、又は意見を述べることができる。 

  
（庶務） 
 第１５条 関係者協議会に関する庶務は、事業者の協力を得て神奈川県環境農政部農業 
振興課が行う。 

 
（設置期間） 
 第１６条 関係者協議会の設置期間は平成  年  月  日から特定事業契約終了時 
までとし、必要に応じて、延長することができる。 
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（変更手続） 
 第１７条 この要綱の変更は、県及び事業者の同意をもって行う。 
 
（その他） 
 第１８条 この要綱に定めるもののほか、関係者協議会に必要な事項は関係者協議会に 
おいて別に定めるものとする。 

 ２ この要綱は、関係者協議会及びワーキンググループを円滑に行うため、本件事業に 
関し、県及び事業者が関係者協議会以外で別途協議することを妨げるものではない。 

  
附 則 

 この要綱は、平成  年  月  日から施行する。 
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